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１ 第１回国勢調査の記念切手をデザインした

のは？ 

（本稿は総務省統計局ＨＰ「統計図書館ミニトピックス№22」

を基に作成） 

 

１ 第１回国勢調査の記念切手について 

大正９年（1920 年）の第１回国勢調査の実施に際し、記念切

手（３銭切手と１銭５厘切手の２種類）が発行されました。ち

なみに、日本郵趣協会「原色日本切手図鑑 1968 年版」によれ

ば、大正９年の第一回国勢調査の記念切手について、「図案は大

化元年（645）におこなわれた“国司の戸籍閲覧”を想像してえ

がいた」とあります。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第 1回国勢調査の記念章について 

我が国の栄典制度の記章の一つで、第 1 回国勢調査の事業に

関与した者及び事業に伴う要務に関与した者に第１回国勢調

査記念章が授与されました。その様式は、大正 10 年勅令第 272

号（第一回国勢調査記念章制定ノ件）第２条で記念章の図式に

ついて「青銅圖形徑一寸表面菊花輪廓内ニ戸籍ノ巻物ヲ手ニセ

ル大化年間ノ國司ノ立像ヲ表シ」と規定されています。第１回

国勢調査記念切手の肖像とモデルが似ています。 

                                                       
1 宇治⾕孟「全現代語訳 ⽇本書紀（下）」を転載 

 

 

 

 
大正 10 年６月 17 日付け官報 

（国立国会図書館デジタルコレクション） 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2954778 

○大正10年勅令第272号（第一回国勢調査記念章制定ノ件） 

 
第二條 記念章ノ圖式左ノ如シ 

章 青銅圖形徑一寸表面菊花輪廓内ニ戸籍ノ

巻物ヲ手ニセル大化年間ノ國司ノ立像ヲ

表シ裏面ニ國勢調査記念章大正九年十月

一日ノ文字ヲ識ス 
 

 
 

 

３ 第 1回国勢調査の記念切手等の図のデザインについて 

第 1回国勢調査の記念切手や記念章における図のデザイン

は、日本書紀に、孝徳天皇の時代である大化元年（645 年）に

「使者を国々に遣わして、人民の総数を記録させた」1（原文は

「甲申、遣使者於諸國錄民元數」）の記述があり、このことを踏まえ、国司
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が戸籍の巻物を手にしているイメージを描いたものと考えら

れます。 

第１回国勢調査記念切手について、更に詳しく解説した文

献を調べるため、東京都豊島区目白の「切手の博物館」に行

き、原田昌幸「図説・戦前記念切手」を閲覧しました。同書

の「第四章 国家事業」に第１回国勢調査記念切手が紹介さ

れており、「帝室博物館・高橋健自の考証、図案は逓信博物館

の樋畑雪湖
ひはたせつこ

の作」とありました。巻末の参考文献に、樋畑雪

湖「日本郵便切手史論」が掲げられていました。「日本郵便切

手史論」は、国立国会図書館デジタルコレクションに掲載さ

れており、その中で「第１回国勢調査の記念切手の発行」2に

ついての紹介があり、次のことが分かりました。 

・樋畑雪湖は、高橋健自博士の指導を受けながら、その当

時の国司の服飾を再現し、モデルを作成。その図は次の

とおり。図解で、「国司勅を奉じて戸籍
へふんだ

を閲して了
おわ

つて

自署せんとする所にして黒絹の冠を被り袴の上に盤領
あげくび

の

衣
きぬ

（上衣）を着し烏皮
くろかわ

の履
くつ

を穿き椅子に凭
よ

り（もたれること）

雀 頭
じゃくとう

の筆を執りたる様なり」とされていること。 

・切手の文字は、「正倉院古文書中大宝年間の戸籍中より集

字す」とされていること。 

・賞勲局は、この図案のモデルをベースとして、第１回国

勢調査記念章の図案に採用。彫刻は、東京高等工芸学校

畑正吉教授が行ったこと。 

 

                                                       
2 樋畑雪湖「日本郵便切手史論」（国立国会図書館デジタルコレクション） https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1899368/86 
3 https://www.npb.go.jp/ja/museum/tenji/kako/pdf/tenji_h24_03.pdf（独⽴⾏政法⼈国⽴印刷局 HP） 

また、第１回国勢調査の記念切手の様式等（有効期間を含む）

は、大正９年９月 20 日逓信省令第 83 号で定められています。

ちなみに、独立行政法人国立印刷局の資料3によれば、第１回国

勢調査の記念切手の原版の彫刻は、印刷局の森本茂雄工芸官が

行ったとされています。 

大正９年９月 20 日付け官報 

（国立国会図書館デジタルコレクション） 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2954555 
○大正９年逓信省令第 83 号 

 

 

４ 参考文献等から新たな発見も･･･！ 

文献を調べるとき、手掛かりとなる文献の参考文献や関連

資料を紐解くと、新たな発見をできる場合もあると今回の調

べもので実感しました。 
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２ 第２回国勢調査はいつなのか？ 

 

（本稿は総務省統計局ＨＰ「統計図書館ミニトピックス№23」

を基に作成） 

 

１ 第２回国勢調査の記念切手等について 

第２回国勢調査の記念切手については、昭和５年（1930 年）９月

18 日逓信省令第 35 号で定められています。また、第２回国勢

調査の特殊通信日付印については、昭和５年９月 18 日逓信省

告示第 2064 号で定められています。当該省令・告示（本文及び

様式）において、「第二回国勢調査記念」と規定されています。 

【余談】当該省令・告示の制定者である小泉又次郎逓信大臣は、

小泉純一郎元内閣総理大臣の母方の祖父です。 

 

昭和５年９月 18 日付け官報 

（国立国会図書館デジタルコレクション） 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957585/2 

○昭和５年逓信省令第 35 号 

 

 

 

 

 

 

○昭和５年逓信省告示第 2064 号 

 
 

                                                       
4 大正 14 年５月 23 日付け官報（国立国会図書館デジタルコレクション） 

 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2955971/1 
5 昭和 4年 12 月 28 日付け官報（国立国会図書館デジタルコレクション） 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957367/3 

 

２ 記念切手等でいう第２回国勢調査は昭和５年国勢調査 

 第２回国勢調査の記念切手・特殊通信日付印は、前掲の官報

の内容から、昭和５年（1930 年）の国勢調査を記念したもので

あることが分かります。 

 最近では、慣習により、簡易な国勢調査なども含めて通算し

た回数で呼んでいるようです。いつからそのような呼び方をし

たかは、はっきりしませんが、昭和 40 年国勢調査（簡易な国勢

調査）の記念切手は、「第 10 回国勢調査記念」と表記されてい

ます。その後、平成７年（1995 年）に第 16 回国勢調査（簡易

な国勢調査）の記念切手が発行され、回数の「16」がデザイン

されています。 

３ 国勢調査の根拠法令における回数に係る規定 

戦前の国勢調査は、国勢調査ニ関スル法律（明治 35 年 1902 年

法律第 49 号）に基づき実施され、第１条で「国勢調査ハ各〻

おのおの十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ施行ス」とされていること

から、10 年ごとの国勢調査を１回とカウントしたものと考え

られます。また、第３条で「第一回国勢調査」の用語がでて

きます。制定時の第３条には「第二回」の用語がでてきます

（制定時は、いわゆる「簡易な国勢調査」は存在していませ

んでした。）。 

大正９年（1920 年）の第１回国勢調査の次に行われた国勢

調査は、大正 14 年国勢調査です。これは、大正 11 年に、国

勢調査ニ関スル法律が改正され、10 年ごとの国勢調査後、５

年に当たる年に簡易な国勢調査を施行することとなりました。

この改正により、簡易な国勢調査は大正 14 年に実施されるこ

ととなりましたが、改正後の同法は、簡易な国勢調査なども

含めて通算した回数とするようなルールについては規定され

ていません。また、その下位法令では、法令名を大正十四年

国勢調査施行令（勅令）、大正十四年国勢調査施行規則（閣令）

とし、これら法令の本文においても「大正十四年国勢調査」

と規定し、「第二回国勢調査」とは規定されていません。4 

さらに、昭和５年国勢調査でも、その勅令の法令名は、昭和

五年国勢調査施行令（勅令）で、同令の本文においても「昭和

五年国勢調査」と規定し、「第二回国勢調査」とは規定されてい

ません。5  

その後の戦前の国勢調査の国勢調査に係る法令でも「第○回」

の用語は使用されていません。 
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 戦後の国勢調査は、旧統計法を経て現行統計法で規定されて

いますが、「第○回」の用語は使用されていません。また、簡易

な国勢調査なども含めて通算した回数とするようなルールに

ついても規定されていません。現行統計法では、国勢調査は 10

年ごとに行うこととされ、このほか、簡易な方法による国勢調

査や臨時の国勢調査を行うことができることとされています。

したがって、旧統計法や現行統計法における国勢調査の規定で

は、「第○回国勢調査」の回数の呼称に関しては、何ら規定して

いないことから、慣習により、簡易な国勢調査なども含めて通

算した回数で呼んでいるということだと考えられます。 

※国勢調査に係る根拠法の変遷は【参考１】のとおり。 

 

４ おわりに 

国勢調査の回数のカウントの考え方は、戦前のように大規

模調査のみの回数をカウントする場合と、最近のように簡易

な国勢調査なども含めて通算した回数でカウントする場合が

あることを記録として残し、今後におけるレファレンス業務

（調べもののお手伝い）の参考にしようと思います。 

 

（あとがき） 

統計局の 120 周年を記念して作成した「120 年の歩み」の年

表を見たところ、大正 14 年（1925 年）のところで「第２回国勢調

査を実施する」とあり、そのそばに第２回国勢調査の記念切手

の貼ってある「第２回国勢調査の記念絵はがき」が掲載され、

次頁の昭和５年（1930 年）のところで「第３回国勢調査を実施する」

とあることから、第２回国勢調査はいつなのか調べてみること

としました。今回の調べもので、予断をもって決めつけると･･･

思わぬ落とし穴があることも分かりました。 

 

【参考１】国勢調査に係る根拠法の変遷6 
●国勢調査ニ関スル法律（明治 35 年法律第 49 号）【制定時】 

第一条 国勢調査ハ各〻おのおの十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ

施行ス 

第二条 国勢調査ノ範囲、方法及経費ノ国庫ト地方分担トノ

割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム 

第三条 第一回国勢調査ハ明治三十八年ニ於テ施行ス但シ

第二回ニ限リ第一回ヨリ起算シ満五箇年ヲ以テ施行シ爾

後第一条ノ例ニ依ル 

 

●明治 38 年法律第 13 号による改正後の「国勢調査ニ関スル

法律」（改正箇所は下線部） 

第一条 国勢調査ハ各〻おのおの十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ

施行ス 

第二条 国勢調査ノ範囲ノ方法及経費ノ国庫ト地方分担ト

ノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム 

第三条 第一回国勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ

定ム 

                                                       
6 統計図書館ミニトピックス№21「国勢調査に係る根拠法の沿⾰」 

 

●明治三十五年法律第四十九号中改正法律（大正 11 年法律

第 51 号）による改正後の「国勢調査ニ関スル法律」（改正箇所

は下線部） 

第一条 国勢調査ハ各〻おのおの十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ

施行ス 

② 前項ノ規定ニ依ル調査後五年ニ該ル年ニ於テ簡易ナル

国勢調査ヲ施行ス 

第二条 国勢調査ノ範囲ノ方法及経費ノ国庫ト地方分担ト

ノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム 

第三条 第一回国勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ

定ム 

 

●明治三十五年法律第四十九号中改正法律 （昭和 14 年３月

28 日法律第 33 号）による改正後の「国勢調査ニ関スル法

律」（改正箇所は下線部） 

第一条 国勢調査ハ各〻おのおの十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ

施行ス 

② 前項ノ規定ニ依ル調査後五年ニ該ル年ニ於テ簡易ナル

国勢調査ヲ施行ス 

③ 前二項ノ規定ニ依ル調査ノ外必要アルトキハ臨時ニ国

勢調査ヲ施行スルコトヲ得 

第二条 国勢調査ノ範囲ノ方法及経費ノ国庫ト地方分担ト

ノ割合其ノ他必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム 

第三条 第一回国勢調査ヲ行フヘキ時期ハ勅令ヲ以テ之ヲ

定ム 

 

●明治三十五年法律第四十九号国勢調査ニ関スル法律ノ昭

和二十年ニ於ケル特例ニ関スル法律（昭和 20 年２月９日

法律第１号） 

明治三十五年法律第四十九号第一条第二項ノ規定ニ拘ラ

ズ国勢調査ハ昭和二十年ニ於テハ之ヲ施行セズ 

 

●統計法（昭和 22 年法律第 18 号）【制定時の旧統計法第４

条】 

 （国勢調査） 

第四条 政府が全国民について行う人口に関する調査で、統

計委員会で指定し、その旨を公示したものは、これを国勢

調査という。 

② 国勢調査は、これを五年ごとに行わなければならない。 

③ 前項の期間の中間において、統計委員会の承認を得たと

きは、臨時の国勢調査を行うことができる。 

 

※附則第２１条により「国勢調査ニ関スル法律 」は廃止 

 

●行政管理庁設置法の一部を改正する法律（昭和 27 年法律

第 260 号）附則第６項による改正後の旧統計法第４条（改正

箇所は下線部） 

 （国勢調査） 

第四条 政府が全国民について行う人口に関する調査で、行

政管理庁長官が指定し、その旨を公示したものは、これを

国勢調査という。 

② 国勢調査は、これを五年ごとに行わなければならない。 

③ 前項の期間の中間において、行政管理庁長官の承認を得

たときは、臨時の国勢調査を行うことができる。 



 

●統計法の一部を改正する法律（昭和 29 年法律第 65 号）に

よる改正後の旧統計法第４条（改正箇所は下線部） 

 （国勢調査） 

第四条 政府が全国民について行う人口に関する調査で、行

政管理庁長官が指定し、その旨を公示したものは、これを国

勢調査という。 

② 国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。

但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易

な方法により国勢調査を行うものとする。 

③ 前項の期間の中間において、行政管理庁長官の承認を得

たときは、臨時の国勢調査を行うことができる。 

 

※統計法の一部を改正する法律（昭和２９年法律第６５号）

附則第２項により、「改正後の統計法第四条第二項但書の

規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとす

る。」と規定。 

 

●総理府設置法の一部を改正する等の法律（昭和 58 年法律

第 80 号）第８条による改正後の旧統計法第４条（改正箇所は下線

部） 

 （国勢調査） 

第四条 政府が全国民について行う人口に関する調査で、総

務庁長官が指定し、その旨を公示したものは、これを国勢

調査という。 

② 国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。

但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易

な方法により国勢調査を行うものとする。 

③ 総務庁長官は、必要があると認めたときは、前項の期間

の中間において、臨時の国勢調査を行うことができる。 

 

●統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律（昭和 63

年法律第 96 号）第１条による改正後の旧統計法第４条（改

正箇所は下線部） 

 （国勢調査） 

第四条 政府が本邦に居住している者として政令で定める

者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る

統計につき総務庁長官が指定し、その旨を公示したもの

は、これを国勢調査という。 

② 国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。

但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易

な方法により国勢調査を行うものとする。 
③ 総務庁長官は、必要があると認めたときは、前項の期間

の中間において、臨時の国勢調査を行うことができる。 

 

●中央省庁等改革関係法施行法（平成 11 年法律第 160 号）

第 171 条による改正後の旧統計法第４条（改正箇所は下線部） 

（国勢調査） 

第四条 政府が本邦に居住している者として政令で定める

者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る

統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したものは、

これを国勢調査という。 

② 国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。

但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易

な方法により国勢調査を行うものとする。 

③ 総務大臣は、必要があると認めたときは、前項の期間の

中間において、臨時の国勢調査を行うことができる。 

 

○統計法（平成 19 年法律第 53 号）第５条【現行】 

（国勢統計） 

第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定

める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、こ

れに基づく統計（以下この条において「国勢統計」という。）

を作成しなければならない。 

２ 総務大臣は、前項に規定する全数調査（以下「国勢調査」

という。）を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければな

らない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当

たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を

作成するものとする。 

３ 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認

めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成する

ことができる。 

 

※附則第４条の規定により「新法第五条第二項本文の規定に

よる最初の国勢調査は、平成二十二年に行うものとする。」

と規定。 

  



【参考２】各回国勢調査一覧 

回 実施年 区分 備考（画像：筆者所蔵） 

第 1 回  大正 9 年 1920 年 大規模調査 

  

 

        

     

 

 

 

  

第 2 回  大正14年 1925 年 簡易調査 

第 3 回  昭和 5 年 1930 年 大規模調査 

第 4 回  昭和10年 1935 年 簡易調査 

第 5 回  昭和15年 1940 年 大規模調査 

第 6 回  昭和22年 1947 年 臨時調査 

第 7 回  昭和25年 1950 年 大規模調査 

第 8 回  昭和30年 1955 年 簡易調査 

第 9 回  昭和35年 1960 年 大規模調査 

第10回  昭和40年 1965 年 簡易調査 

第11回  昭和45年 1970 年 大規模調査 

第12回  昭和50年 1975 年 簡易調査 

第13回  昭和55年 1980 年 大規模調査 

第14回  昭和60年 1985 年 簡易調査 

第15回  平成 2 年 1990 年 大規模調査 

第16回  平成 7 年 1995 年 簡易調査 

第17回  平成12年 2000 年 大規模調査 

第18回  平成17年 2005 年 簡易調査 

第19回  平成22年 2010 年 大規模調査 

第20回  平成27年 2015 年 簡易調査 

第21回  令和 2 年 2020 年 大規模調査 

 
【参考３】昭和 40 年国勢調査のポスター 

 

 
戦後～平成 27 年の
国勢調査のポスター
で、唯一、簡易な国
勢調査なども含めて
通算した回数の表記
があります。当時
は、「第 10 回」を広
報活動のコンセプト
としたものとみられ
ます。 
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特殊切手「国勢調査 100 年」 
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